
（平成２２年６月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認長崎地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

長崎厚生年金 事案 591 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、申立人が主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立期間①の標準報酬月額に係る記録につい

て、平成７年６月から８年７月までの期間を 12 万 6,000 円、同年８月及

び同年９月を 13 万 4,000 円、同年 10 月から 14 年 10 月までの期間を 12

万 6,000 円、同年 11 月から 15 年３月までの期間を 15 万円、同年４月か

ら同年６月までの期間を 19 万円、同年７月から 18 年８月までの期間を

28 万円、同年９月を 26 万円、同年 10 月から 19 年７月までの期間を 28

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間②について、申立人は、平成 15 年８月 12 日に支給され

た賞与において、20 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたと認められることから、申立てに係る当該

標準賞与額の記録を 20 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住 所 ：   

 

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成７年６月１日から 19 年８月１日まで 

          ② 平成 15 年８月 12 日 

私は、平成７年６月１日からＡ社に勤務しているが、社会保険事務所

（当時）で私の厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間①

に係る標準報酬月額は、私が所持している給料支払明細書に記載されて

いる控除額に基づく標準報酬月額よりも低い額となっている上、申立期

間②に係る賞与から、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず、

厚生年金保険の加入記録に反映されていないことが分かった。 



                      

  

申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立

てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額に基づく標準報酬月額又は申立人の報酬月額に基づく標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定し、記録訂正の適否を判断することとなる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、申立人から提出さ

れた給料支払明細書の報酬月額及び保険料控除額から、平成７年６月から

８年７月までの期間を 12 万 6,000 円、同年８月及び同年９月を 13 万

4,000 円、同年 10 月から 14 年 10 月までの期間を 12 万 6,000 円、同年 11

月から 15 年３月までの期間を 15 万円、同年４月から同年６月までの期間

を 19 万円、同年７月から 18 年８月までの期間を 28 万円、同年９月を 26

万円、同年 10 月から 19 年７月までの期間を 28 万円に訂正することが必

要である。 

なお、申立期間①において、事業主が申立人に係る保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、申立人から

提出された給料支払明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額

に見合う標準報酬月額とオンライン記録により確認できる標準報酬月額は、

申立期間のすべてにおいて一致していないことから、事業主は、給料支払

明細書により確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届

け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

申立期間②については、申立人から提出された給料支払明細書により、

申立人は、20 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間②において、事業主が申立人に係る保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無く、行ったとは

認められない。 



                      

  

長崎厚生年金 事案 592 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は平成 15 年 11 月１日

であると認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、16 万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 50 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 平成 15 年８月 31 日から同年 11 月１日まで 

私は、平成 13 年５月７日にＡ社に入社し、15 年 11 月１日に関連会

社であるＢ社に移籍するまで継続して勤務していたのに、申立期間の厚

生年金保険の加入記録が無いことに納得できないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された 2003 年分賃金台帳の写し

により、申立人が平成 15 年 10 月 31 日まで継続して勤務していたことが

確認できる。 

また、オンライン記録によると、当初、申立人のＡ社に係る厚生年金保

険被保険者資格喪失日は、平成 15 年 11 月 1 日と記録されていたが、16

年３月 24 日付けで当該資格喪失日及び 15 年９月１日の定時決定の記録が

取り消され、同年８月 31 日にさかのぼって訂正されていることが確認で

きるところ、Ａ社から提出された申立人に係る厚生年金基金加入員資格喪

失確認通知書における申立人の被保険者資格喪失日は同年 11 月１日であ

ることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成 15 年８月 31 日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る記

録は有効なものとは認められないことから、申立人の厚生年金保険被保険

者資格喪失日は同年 11 月１日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、当初、事業主が社会保険事



                      

  

務所（当時）に届け出た 16 万円とすることが妥当である。 



                      

  

長崎厚生年金 事案 593 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人が主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料が事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録について、

平成 10 年１月から 11 年５月までの期間を 30 万円、同年６月を 32 万円、

同年７月から同年 11 月までの期間を 26 万円、同年 12 月を 28 万円、12

年１月を 24 万円、同年２月を 26 万円、同年３月を 28 万円、同年４月を

26 万円、同年５月から同年７月までの期間を 28 万円、同年８月及び同年

９月を 26 万円、同年 10 月を 28 万円、同年 11 月を 26 万円、同年 12 月を

24 万円、13 年１月を 22 万円、同年２月及び同年３月を 26 万円、同年４

月及び同年５月を 32 万円、同年６月を 30 万円、同年７月を 28 万円、同

年８月を 26 万円、同年９月を 24 万円、同年 10 月を 28 万円、同年 11 月

及び同年 12 月を 26 万円、14 年１月を 24 万円、同年２月から同年７月ま

での期間を 26 万円、同年８月及び同年９月を 24 万円、同年 10 月から 15

年３月までの期間を 26 万円、同年４月及び同年５月を 28 万円、同年６月

を 30 万円、同年７月を 28 万円、同年８月から同年 11 月までの期間を 26

万円、同年 12 月から 16 年 10 月までの期間を 28 万円、同年 11 月から 17

年６月までの期間を 26 万円、同年７月を 24 万円、同年８月から同年 12

月までの期間を 26 万円、18 年１月を 28 万円、同年２月を 24 万円、同年

３月を 26 万円、同年４月及び同年５月を 24 万円、同年６月及び同年７月

を 26 万円、同年８月を 24 万円、同年９月を 22 万円、同年 10 月及び同年

11 月を 28 万円、同年 12 月から 19 年３月までの期間を 30 万円、同年４

月を 32 万円、同年５月を 30 万円、同年６月を 28 万円、同年７月を 30 万

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 10 年１月１日から 19 年８月１日まで 



                      

  

私は、平成 10 年１月からＡ社に勤務しているが、社会保険事務所

（当時）で私の厚生年金保険の記録を確認したところ、申立期間に係る

私の標準報酬月額は、私が所持している給料支払明細書に記載されてい

る控除額に基づく標準報酬月額よりも低い額となっていることが分かっ

た。 

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額に基づく

標準報酬月額又は申立人の報酬月額に基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂

正の適否を判断することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出され

た給料支払明細書の報酬月額及び保険料控除額並びに所得課税証明書から、

平成 10 年１月から 11 年５月までの期間を 30 万円、同年６月を 32 万円、

同年７月から同年 11 月までの期間を 26 万円、同年 12 月を 28 万円、12

年１月を 24 万円、同年２月を 26 万円、同年３月を 28 万円、同年４月を

26 万円、同年５月から同年７月までの期間を 28 万円、同年８月及び同年

９月を 26 万円、同年 10 月を 28 万円、同年 11 月を 26 万円、同年 12 月を

24 万円、13 年１月を 22 万円、同年２月及び同年３月を 26 万円、同年４

月及び同年５月を 32 万円、同年６月を 30 万円、同年７月を 28 万円、同

年８月を 26 万円、同年９月を 24 万円、同年 10 月を 28 万円、同年 11 月

及び同年 12 月を 26 万円、14 年１月を 24 万円、同年２月から同年７月ま

での期間を 26 万円、同年８月及び同年９月を 24 万円、同年 10 月から 15

年３月までの期間を 26 万円、同年４月及び同年５月を 28 万円、同年６月

を 30 万円、同年７月を 28 万円、同年８月から同年 11 月までの期間を 26

万円、同年 12 月から 16 年 10 月までの期間を 28 万円、同年 11 月から 17

年６月までの期間を 26 万円、同年７月を 24 万円、同年８月から同年 12

月までの期間を 26 万円、18 年１月を 28 万円、同年２月を 24 万円、同年

３月を 26 万円、同年４月及び同年５月を 24 万円、同年６月及び同年７月

を 26 万円、同年８月を 24 万円、同年９月を 22 万円、同年 10 月及び同年

11 月を 28 万円、同年 12 月から 19 年３月までの期間を 30 万円、同年４

月を 32 万円、同年５月を 30 万円、同年６月を 28 万円、同年７月を 30 万

円とすることが必要である。 

なお、申立期間において、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、申立人から提



                      

  

出された給料支払明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に

見合う標準報酬月額とオンライン記録により確認できる標準報酬月額は、

申立期間のすべてにおいて一致していないことから、事業主は、給料支払

明細書により確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届

け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



                      

  

長崎厚生年金 事案 594 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認められることから、申立人のＡ社における資格取

得日に係る記録を昭和 49 年４月３日に、資格喪失日に係る記録を同年 10

月３日に訂正するとともに、Ｂ社Ｃ工場（現在は、Ｄ社）における資格取

得日に係る記録を 50 年７月 11 日に、資格喪失日に係る記録を同年 11 月

12 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額については、49 年４月から同年

９月までの期間は９万 2,000 円、50 年７月から同年 10 月までの期間は９

万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び③の厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年４月３日から同年 10 月３日まで 

          ② 昭和 49 年 12 月２日から 50 年５月 20 日まで 

          ③ 昭和 50 年７月 11 日から同年 11 月 12 日まで 

    私は、申立期間①については、Ａ社の工場に、申立期間②については、

Ｅ社（現在は、Ｆ社）の工場に、申立期間③については、Ｂ社の工場に

それぞれ季節労働者として勤務していたが、厚生年金保険の被保険者記

録が確認できないことに納得できない。 

申立期間における雇用保険の加入記録があり、それぞれの事業所に勤

務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の証言により、申立人が、申立期間におい

て、それぞれの事業所に勤務していたことが確認できる。 

申立期間①については、申立期間①当時、Ａ社において給与事務を担当

していた者は、「４か月以上勤務する者については、全員を厚生年金保険

に加入させていた。パートの女性の中には、『夫の扶養に入るので、社会



                      

  

保険に加入させないでほしい。』と申し出る人もいたが、このような人以

外の全員の給与から保険料を控除していたと思う。」としている。 

また、申立人が、申立期間①当時、季節工として一緒に勤務していたと

する複数の同僚については、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿及びオンライン記録により、申立期間①の一部を含む期間において、約

３か月間又は６か月間の厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、同僚のＡ社における申立

期間①の社会保険事務所（当時）の記録から、９万 2,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社は、「当時の資料等が無いことから、厚生年金保険料を納

付したかは不明である。」としているが、申立期間①において行われるべ

き事業主による資格の取得届及び喪失届のいずれの機会においても、社会

保険事務所が記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主から社会保

険事務所へ資格の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 49 年４月から同年９月までの保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間③については、申立人が勤務していたとする工場の所在地及び

既に確認されているＢ社に勤務していた期間に係る申立人の被保険者記録

から、オンライン記録上、申立人が勤務していた工場は、Ｂ社Ｃ工場とし

て厚生年金保険の適用を受けていたものと推認されるところ、申立期間③

当時、Ｂ社Ｃ工場において給与事務を担当していた者は、「Ｂ社では、所

得税の乙欄適用者と産業医以外は、全員を社会保険に加入させていた。雇

用保険の記録があるのであれば、厚生年金保険にも加入させるために申立

人の給与から厚生年金保険料を控除していたと思う。」としている。 

また、オンライン記録により、Ｂ社Ｃ工場に係る被保険者資格の得喪が

10 回確認できる者は、Ｂ社Ｃ工場に季節工として勤務していた期間に係

る被保険者記録に誤りは無い旨述べている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間③において、厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、同僚のＢ社Ｃ工場におけ

る申立期間③の社会保険事務所の記録から９万 8,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ｄ社は、「当時の資料等が無いことから、厚生年金保険料を納

付したかは不明である。」としているが、申立期間③に行われるべき事業



                      

  

主による資格の取得届及び喪失届のいずれの機会においても、社会保険事

務所が記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主から社会保険事務

所へ資格の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る昭和 50 年７月から同年 10 月までの保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間③に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間②については、Ｆ社から提出されたＥ社の昭和 49 年 12

月分から 50 年５月分までの給料明細表により、申立人の申立期間②に係

る給与から厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる上、申立

人が一緒に勤務していたとする同僚二人についても、Ｅ社に係る被保険者

記録は確認できない。 

このほか、申立期間②において、事業主により申立人の厚生年金保険料

が給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 



                      

  

長崎国民年金 事案 651 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年 11 月から 59 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 57 年 11 月から 59 年３月まで 

私は、昭和 57 年＊月に離婚し、同時に国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を自宅近くの金融機関で納めていた。 

その後、昭和 58 年 10 月にＡ社に勤務することになり、60 年にＡ社

を退職するまで、当時の同僚二人分の国民年金保険料を預かり、私の国

民年金保険料と一緒に近くの金融機関で納付していた。 

年金記録問題が話題になったとき、妹から加入記録を調べるように勧

められ、社会保険事務所（当時）に何度か出向いて調べたところ、昭和

57 年 11 月から 59 年３月までが未納期間となっていることが分かった。 

昭和 57 年 11 月から納めたのは間違いないので、申立期間を国民年金

保険料納付済期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号の前後の記号番号に係

る払出状況から、昭和 59 年４月ごろに払い出されたものと推認でき、そ

の時点では、申立期間の大部分は過年度納付によらなければ国民年金保険

料を納付することはできないが、申立人は、まとめて納付した記憶は無い

としている上、申立期間当時、別の国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡も無い。 

また、申立期間に係る申立人の国民年金保険料の納付金額及び納付方法

などの記憶は曖昧
あいまい

である上、申立人は、申立期間のうち、Ａ社に勤務して

いる間は、当時のＡ社の同僚二人分の国民年金保険料を預かり、自分の分

と一緒に近くの金融機関で納めていた旨主張しているが、当該同僚二人に

当時の状況を照会しても、一人は既に死亡している上、残り一人も、「当



                      

  

時、申立人が、自分の分の国民年金保険料を一緒に納めていたかどうかは

分からない。申立人が国民年金保険料納付書を持っているのを見たことは

ない。」としており、申立人がＡ社の同僚の分と併せて国民年金保険料を

納付していたことを確認できないほか、申立人も、「勤務していた当時は、

国民年金保険料だけでなく、会社のお金の出し入れ及び振込みなどもして

いたので、はっきりとは覚えていない。」としている。 

さらに、申立人から提出された申立人の妹の文書によれば、「申立人が、

離婚後すぐに国民年金に加入して、保険料を納めたと聞いたことはあ

る。」としているものの、申立人の妹は、申立期間当時、申立人とは同居

しておらず、申立人は「納付書や領収書を見せたことも無く、一緒に納め

に行ったことも無い。」としている。 

加えて、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、ほかに申立期間に係る国

民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

長崎国民年金 事案 652 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から６年３月までの国民年金保険料については、

重複して納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年４月から６年３月まで 

私の平成３年４月から６年３月までの３年分の国民年金保険料は、夫

がＡ市（現在は、Ｂ市）の役場で、毎年、前納により納めていた。その

後、Ａ町役場の国民年金係の職員に勧められ、７年９月 22 日にそれま

で免除になっていた昭和 60 年９月から平成６年３月までの国民年金保

険料として 97 万 80 円を追納した。 

平成３年４月から６年３月までの国民年金保険料は、重複して支払っ

ているので、重複支払となった３年分の国民年金保険料を還付してもら

いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、平成７年９月 22 日に 97 万 80 円を追納したとしている額は、

オンライン記録上、追納日において、昭和 60 年９月から平成６年３月ま

での国民年金保険料の申請免除承認期間に係る追納額と一致していること

から、申立期間当時は、国民年金保険料の申請免除承認期間であったと考

えられる。 

また、申立人は、その夫が申立期間の国民年金保険料を前納したとして、

申立期間当時の家計簿から書き写したとするメモを提出しているが、当該

メモによれば、「国民年金支拂メモ、平成３年３月 116,400 円、４年３月

16 日 116,400 円、５年４月 19 日 120,300 円、以上支拂済み」と記載され

ているものの、当該金額は申立期間当時の前納額（平成３年度：10 万

5,390 円、４年度：11 万 3,590 円、５年度：12 万 2,960 円）と相違して

いる上、一年前納は、毎年度４月上旬に国民年金保険料の納付書が送付さ

れるところ、当該メモによれば、平成３年度及び４年度はいずれも３月に



                      

  

支払済みとなっているほか、オンライン記録上、平成３年４月から６年３

月までは、毎年５月に申請免除手続が行われていることから、申立期間の

保険料を前納していたとすれば、免除申請手続を行う必要は無く、申立内

容に不自然な点が見受けられる。 

さらに、オンライン記録とＡ町役場の国民年金被保険者名簿の納付記録

は一致している上、Ａ町役場の国民年金被保険者名簿の余白には、「60

才まで 国年 225 月 厚 43 月 268 月 32 月不足」の記載があるところ、

当時、Ａ町役場において国民年金事務を担当していた元職員は、「平成７

年９月 22 日の追納前に計算を行い、追納が可能であった期間及び元年の

４月と５月の納付済期間、６年４月以降 60 歳までの納付可能期間を計算

し、申立人に、昭和 60 年９月から平成６年３月までの申請免除承認期間

に係る追納と高齢任意加入を勧めたと思う。」としていることから、追納

日時点において、申立人は、申立期間が申請免除承認期間であったことを

認識していた可能性がうかがわれる。 

このほか、申立期間当時、別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情、及び申立期間に係る国民年金保険料を重複し

て納付していたことを示す関連資料（確定申告書等）も無く、ほかに申立

期間の国民年金保険料を重複して納付していたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を重複して納付していたも

のと認めることはできない。 

 



                      

  

長崎国民年金 事案 653 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年９月から 53 年１月までの期間及び同年９月から 54

年５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： ① 昭和 51 年９月から 53 年１月まで 

          ② 昭和 53 年９月から 54 年５月まで 

私は、Ａ市内の会社を退職する際に、会社から勧められたこともあり、

実家のあるＢ県Ｃ町（現在は、Ｄ市）に帰った昭和 51 年９月ごろ、Ｃ

町役場において国民年金加入手続を行い、国民年金保険料を納付してい

た。 

その後、昭和 53 年２月に地元の会社に就職し、厚生年金保険に加入

したが、同年８月末で退職し、同年９月から 54 年５月までの間も国民

年金に加入し、保険料を納めていたはずである。 

申立期間を国民年金保険料納付済期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 56 年 10 月１日に払い出されて

いるが、その時点では、申立期間は時効により国民年金保険料を納付でき

ない期間である上、申立期間に別の国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡も無いほか、申立期間は未加入期間となっているため、保険料を納付

することはできなかったものと考えられる。 

また、申立人は、「申立期間当時、確定申告の際に前年度の収入があっ

たことから、役場で国民年金保険料の免除ができずに保険料を納付するよ

うに言われたことを覚えている。しかし、正確な期間は覚えていないが、

申請免除が可能な期間もあったと思う。」としているところ、オンライン

記録によると、昭和 56 年７月から 57 年３月までの国民年金保険料は未納、

同年４月から 59 年３月までは申請免除期間とされていることが確認でき



                      

  

る上、上記のとおり、申立人の国民年金手帳記号番号が 56 年 10 月に払い

出されていることを勘案すると、申立人は、当該時期に国民年金の加入手

続を行ったと考えるのが自然である。 

さらに、申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立期間の国民年金保険料の金

額及び保険料の納付方法等についての申立人の記憶は曖昧
あいまい

であり、申立期

間に係る申立人の国民年金保険料の納付状況等は不明である。 

加えて、ほかに申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 26 年１月１日から 28 年５月１日まで 

私は、昭和 26 年１月から 28 年 11 月まで、Ａ社に勤務していたが、

私のＡ社に係る厚生年金保険の加入記録を社会保険事務所（当時）に照

会したところ、申立期間に係る加入記録は確認できなかった。 

昭和 26 年１月から継続して勤務していたことは間違いないので、申

立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、少なくとも申立期間の一部において、Ａ社に勤務していたこ

とは、複数の同僚の証言から推認できる。    

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、当該

事業所は昭和 28 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、

申立期間については、当該事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなかっ

たことが確認できる上、申立人が覚えている複数の同僚の当該事業所にお

ける厚生年金保険の被保険者資格取得日は、いずれも申立人と同日(昭和

28 年５月 1 日)であることが確認できる。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、当時の事業主の

所在は不明である上、申立人自身も「厚生年金保険料が給与から控除され

たのは、最後の６か月間だけであり、今さら、どうして控除するのかと思

ったことを覚えている。」としているほか、申立人と同じ昭和 28 年５月

１日に当該事業所に係る厚生年金保険被保険者資格を取得している複数の

者（申立人と共に申立てをしている同僚を除く。）に事情を聴取しても、

申立期間に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる回答を得るこ

とはできなかった。 



                      

  

さらに、Ｂ社に係る被保険者名簿及びオンライン記録によると、申立人

が覚えている同僚のうち、昭和 26 年５月１日以前からＡ社に勤務してい

たとする複数の者については、同年５月１日以前の期間において、Ｂ社に

係る被保険者記録が確認できることから、同年１月１日から同年５月１日

までの期間について、Ｂ社に係る被保険者名簿を調査したが、申立人のも

のと特定できる記録は確認できない上、Ｂ社に係る人事記録等を引き継い

だＣ社は、「Ａ社に係る書類は引き継いでおらず、申立人の在籍や保険料

控除については分からない。」としている。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 



                      

  

長崎厚生年金 事案 587 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 16 年７月 26 日から同年８月１日まで 

私は、平成 12 年１月にＡ社に入社した後、派遣先のＢ社において勤

務を開始し、21 年１月まで勤務していた。その間、派遣元のＡ社が社

名を次々と変え、社長や事務担当者も変わったようであるが、同じ派遣

先に継続して勤務していたのに、被保険者期間に空白が生じているのは

おかしいと思うので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及びＣ社の人事記録を管理しているＤ社から提出されたＡ社及びＣ

社に係る申立人の会社間異動情報によると、申立人は、平成 16 年７月 25

日にＡ社を退職し、同年７月 26 日にＣ社に入社しており、申立期間にお

いては、Ｃ社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、社会保険事務所（当時）が保管しているＣ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者資格取得届によると、Ｃ社は、申立人の被保険者資格

取得日を平成 16 年８月１日として届け出ていることが確認できる上、Ｄ

社から提出された申立人に係る平成 16 年の賃金台帳によると、Ａ社にお

ける申立人の同年７月分の給与からは、厚生年金保険料が控除されておら

ず、Ｃ社における申立人の同年８月分の給与からは、厚生年金保険料が１

か月分しか控除されていないことが確認できるほか、申立人から提出され

たＡ社及びＣ社に係る平成 16 年分給与所得の源泉徴収票に記載されてい

る社会保険料等の金額も、当該賃金台帳に記載されている各月の社会保険

料の合計額と一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申



                      

  

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 588 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 18 年４月１日から 19 年６月１日まで 

          ② 昭和 19 年９月１日から 21 年１月１日まで 

私は、昭和 18 年４月にＡ社Ｂ支社に入社し、工場に技術職として勤

務していたが、19 年４月に志願して陸軍特別幹部候補生として入隊し

た。終戦に伴い 20 年 10 月に復職したが、同年 11 月から自宅待機とな

り、同年 12 月 31 日に退職した。 

出征中は休職扱いで、厚生年金保険に継続して加入していたと思うし、

そのことは年金手帳でも確認できるので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ支社から提出された申立人に係る在籍台帳の写し（以下「在籍台

帳」という。）から、申立人は、申立期間の一部を含む昭和 18 年６月 18

日から 20 年 10 月 30 日までの期間において、当該事業所に在籍していた

ことが確認できる。 

しかし、申立期間①のうちの昭和 18 年４月１日から同年６月 18 日まで

の期間及び申立期間②のうちの 20 年 10 月 30 日から 21 年１月１日までの

期間については、申立期間及びその前後の期間において、Ａ社Ｂ支社に係

る厚生年金保険被保険者記録が確認できる者のうちの複数の者に事情を聴

取しても、申立人が、当該期間において、当該事業所に在籍していたこと

がうかがえる回答を得ることはできなかった。 

また、申立期間①のうちの昭和 18 年６月 18 日から 19 年６月１日まで

の期間については、在籍台帳により、申立人は、同年４月 24 日に休職し

たことが確認できることから、同年４月 24 日から同年６月１日までの期



                      

  

間については、申立人は、Ａ社Ｂ支社に在籍はしていたものの、勤務して

いなかったものと認められる上、労働者年金保険法では、工場法の適用を

受ける工場、鉱業法の適用を受ける事業場、工場等において使用される男

性労働者（一般職員を除く。）が対象とされているところ、申立人は、工

員を指導する立場として当該事業所に勤務していたとしていることから、

申立人は、当該期間において、労働者年金保険法の対象とされなかった可

能性がうかがわれる。 

さらに、申立期間②のうちの昭和 19 年９月１日から同年 10 月１日まで

の期間については、前述のとおり、申立人は、当該期間において、Ａ社Ｂ

支社に在籍はしていたものの、勤務していなかったものと認められる上、

厚生年金保険法における厚生年金保険料の徴収が開始されたのは同年 10

月であることから、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料が給与から控

除されていたとは考え難い。 

加えて、申立期間②のうちの昭和 19 年 10 月１日から 20 年 10 月 30 日

までの期間については、Ｃ県から提出された申立人に係る兵籍簿及び本籍

地名簿の写しから、申立人が 19 年４月 20 日に特別幹部候補生として入隊

し、20 年 10 月７日に除隊したことが確認できるところ、当時の厚生年金

保険法において、志願兵については厚生年金保険料の免除の対象とされて

いない上、Ａ社Ｂ支社の当時の労務担当者は、「出征している社員につい

ては、休職扱いとしており、応召兵については、休職期間中も年金に継続

して加入させていたが、志願兵については、休職期間中は年金に加入させ

ていなかった。」としているほか、申立期間及びその前後の期間において、

当該事業所に係る被保険者記録が確認できる者で事情を聴取できた者のう

ち、複数の者が、「申立人と同様にＡ社Ｂ支社を休職して入隊した。」と

しているものの、これらの者は、いずれも「応召兵として入隊した。」と

している。 

   このほか、在籍台帳から、申立人は、昭和 20 年 10 月７日にＡ社Ｂ支社

に復職し、同年 10 月 30 日に退職していることが確認できるが、前述の労

務担当者は、「志願兵が復職した後、厚生年金保険に加入させていたかど

うかは分からない。」としている上、申立人並びに申立期間及びその前後

の期間において、当該事業所に係る被保険者記録が確認できる者で事情を

聴取できた者のうちの複数の者は、「復職したとき、技術職には仕事が無

かった。」としているほか、当該事業所は、「厚生年金保険に関する当時

の資料は残っておらず、申立てどおりの届出、保険料納付及び保険料控除

を行ったかどうかは不明である。」としており、申立人の当該期間に係る

厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる回答を得ることはできなかっ

た。 

   なお、申立人から提出された年金手帳（昭和 56 年＊月＊日再交付）の



                      

  

厚生年金保険の記録に係る頁を見ると、事業所名欄に「Ａ社」、被保険者

となった日欄に「昭和 19 年６月１日」、被保険者でなくなった日欄に

「昭和 20 年 12 月」（日付は未記入）と記載されていることが確認できる

ものの、Ａ社Ｂ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において確

認できる申立人の被保険者記録（昭和 19 年６月１日から同年９月１日ま

での期間。なお、当該期間については、一般職員に対する保険料徴収開始

前の期間であり、被保険者名簿の申立人が記載されている欄には、一般職

員に対する厚生年金保険適用の法律改正に伴う加入であることを意味する

表示がされていることから支給対象となる被保険者期間には算入されてい

ない。）及び申立人の厚生年金保険被保険者台帳（いわゆる「旧台帳」）

において確認できる申立人の被保険者記録（昭和 19 年６月１日から９月

１日までの期間）と一致していないことから、当該記載を理由として、申

立人が、申立期間②において、当該事業所の被保険者であったものと認め

ることはできない。 

   このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和45年３月14日から48年３月21日まで 

② 昭和48年３月29日から50年７月21日まで 

私は、年金記録を確認したときに初めて、申立期間に係る脱退手当金

が支給された記録になっていることを知ったが、当時、私は、脱退手当

金を受給することができることを知らなかったし、脱退手当金が支給さ

れたとする時期には、出産のため、実家に帰省していたので、脱退手当

金の請求手続も行っていないはずである。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立人の申立期間に係る脱退手当金は、昭和51

年２月27日に支給決定されていることが確認できる上、申立人に係る脱退

手当金が支給決定された直前に申立人が勤務していた事業所に係る申立人

の健康保険厚生年金保険被保険者原票の現金給付記録欄によると、申立人

の50年＊月＊日の出産に係る分娩費と育児手当金が51年１月に、出産手当

金が同年２月に支給されていることが確認できるところ、申立人はこれら

の手当についても脱退手当金同様に受給した記憶が無いと主張しているも

のの、すべての支給にわたり、社会保険事務所（当時）により誤った処理

がなされるとは考え難い。 

また、申立期間に係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後に支給決定さ

れているなど、一連の事務処理に不自然な点は認められない上、申立人に

聴取しても、脱退手当金を受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらないほか、申立人は、



                      

  

事業所、関係機関及び同僚に対する調査を希望していないため、申立人が

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる回答を得ることはできな

かった。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②、④及び⑤に係る脱退手当金を受給していな

いものと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間③について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

                 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年３月９日から 24 年９月 21 日まで 

② 昭和 24 年６月 21 日から 29 年２月１日まで 

③ 昭和 29 年３月から同年 10 月まで 

④ 昭和 29 年 12 月 1 日から 30 年３月５日まで 

⑤ 昭和 30 年３月７日から 31 年６月 17 日まで 

私は、申立期間①においてはＡ社、申立期間②においてはＢ社、申

立期間③においてはＣ社、申立期間④においてはＤ社、申立期間⑤に

おいてはＥ社にそれぞれ勤務していた。 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会し

たところ、申立期間①、②、④及び⑤については脱退手当金が支給済

みとされており、申立期間③については被保険者記録を確認すること

ができなかった。 

しかし、私は脱退手当金を受け取った覚えは無いし、申立期間③に

おいて、Ｃ社の現場事務員として、建設現場に設置されていた事務所

に勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金の支給対象期間である申立期間①、②、④及び⑤については、

オンライン記録上、申立人に係る脱退手当金が支給決定される直前の事業

所は、Ｆ社であることが確認できるところ、当該事業所に係る健康保険厚



                      

  

生年金保険被保険者名簿において、申立人が当該事業所に係る被保険者資

格を取得した前後に同資格を取得した女性のうち、申立人が同資格を喪失

した昭和31年６月17日の前後２年以内に同資格を喪失し、かつ、その時点

で脱退手当金の受給資格を満たしていた16人（被保険者資格喪失後、３か

月以内に別の事業所における被保険者資格を取得した者及び申立人を除

く。）の脱退手当金の支給記録を確認したところ、10人に脱退手当金が支

給決定されていることが確認でき、そのうちの９人は当該事業所に係る資

格喪失日から６か月以内に支給決定されている上、支給決定当時は通算年

金制度前であることを踏まえると、申立人についても、その委任に基づき、

事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、脱退手当金は、申立人のＦ社に係る被保険者資格喪失日から約２

か月後の昭和31年８月21日に支給決定されており、申立人の厚生年金保険

被保険者台帳（いわゆる「旧台帳」）にも、当該脱退手当金の支給記録が

記載されているなど、一連の事務処理に不自然な点は認められない。 

さらに、申立人に聴取しても、脱退手当金を受給した記憶が無いという

ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①、②、④及び⑤に係る脱退手当金を受給していないものと認

めることはできない。 

申立期間③については、申立期間③及びその前後の期間において、Ｃ

社に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる６人に事情を聴取して

も、全員が申立人を覚えておらず、申立人がＣ社に勤務していたことを

特定することができない上、申立人は、「現場事務員として、建設現場

に設置されていた事務所に勤務していた。」と主張しているところ、前

述の６人のうちの３人が、「現場事務所の事務員は、現場単位で採用さ

れる臨時社員であり、社会保険には加入していなかったと思う。」とし

ているほか、前述の３人のうちの１人が、申立人と同様に現場事務所の

事務員として勤務していたことを覚えている者（勤務地は申立人と異な

る。）についても、Ｃ社に係る被保険者記録を確認することができず、

その者は、「現場事務員は、現地採用だったので、厚生年金保険に加入

させてもらえなかったのだと思う。」としている。 

また、Ｇ社（Ｃ社から名称変更）は、「申立人の在職並びに申立てど

おりの届出、保険料納付及び保険料控除を行ったかどうかについては、

当時の資料が残っておらず、不明である。」としており、申立人の申立

期間③に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる回答を得るこ

とはできなかった。 

このほか、申立期間③において、事業主により申立人の厚生年金保険



                      

  

料が給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立期間③について、申立人が厚生年

金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 595 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 31 年７月１日から 32 年７月１日まで 

私は、昭和 31 年７月１日にＡ社に入社し、Ａ社Ｂ営業所に勤務して

いた。 

しかし、社会保険庁（当時）の記録上、私のＡ社における厚生年金保

険被保険者記録が昭和 32 年７月１日からとなっていることに納得でき

ない。 

当時の給与明細書は所持していないが、申立期間に係る給与から厚生

年金保険料が控除されていたことを覚えているので、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時のことを詳細に記憶している上、「私が覚えて

いる同僚のうちの一人は、私よりも半年後に入社したことを覚えてい

る。」と主張しているところ、当該同僚（被保険者資格取得日は、昭和

31 年 12 月１日）は、「私はＡ社に入社してすぐにＡ社Ｂ営業所で事務を

担当していたが、そのときには、申立人は、既に技術職としてＡ社Ｂ営業

所に勤務していた。申立人は、私が入社する半年ぐらい前からＡ社Ｂ営業

所に勤務していたと思う。」としていることから、勤務形態は不明である

ものの、申立人は、申立期間において、Ａ社Ｂ営業所に勤務していたもの

と推認される。 

しかし、申立期間当時の事業主の妻は、「当時、『給与の手取額が減る

のは困る。』と言う人も多く、必ずしもすべての従業員を社会保険に加入

させていたわけではなかった。また、Ａ社には派遣社員のような人も多く、

厚生年金保険に加入させていない者も多かったと思う。」としている上、



                      

  

申立人が覚えている同僚のうちの一人は、「私は、申立人と同じ昭和 31

年７月１日にＡ社に入社し、技術職として勤務していたが、Ａ社における

厚生年金保険被保険者記録が 32 年７月１日からとなっている。」として

いるところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライ

ン記録により、当該同僚は、昭和 32 年７月１日にＡ社に係る被保険者資

格を取得していることが確認できるほか、申立人が同じ時期に技術職とし

てＡ社に入社したとしている５人のうちの４人（前述の技術職として勤務

していた同僚を含む。）については、Ａ社に係る被保険者資格を昭和 31

年 12 月１日又は 32 年７月１日に取得しており、残りの１人については、

被保険者記録が確認できないことを踏まえると、Ａ社は、申立期間当時、

必ずしもすべての従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させていたわ

けではなかった可能性がうかがわれる。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時

の事業主、役員及び経理担当者は既に死亡又は所在が不明である上、申立

期間及びその前後の期間において、Ａ社に係る被保険者記録が確認できる

複数の者（申立人が覚えている同僚を含む。）に事情を聴取しても、申立

人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる回答を得

ることはできなかった。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 



                      

  

長崎厚生年金 事案596 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： ① 昭和26年７月から29年９月まで 

          ② 昭和29年10月から30年６月１日まで 

          ③ 平成３年８月10日から13年１月１日まで 

    私は、昭和26年７月から29年９月まではＡ社に、同年10月から33年１

月25日まではＢ社に、平成３年８月10日から12年12月31日まではＣ社、

及び会社名は分からないが、Ｃ社とは別の会社に勤務していた。 

 しかし、申立期間に係る私の厚生年金保険被保険者記録が無いことに

納得できないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間①については、申立期間①及びその前後の期間において、Ａ社

に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる者の回答により、申立人は、

少なくとも申立期間の一部において、Ａ社に勤務していたものと推認され

る。 

しかし、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録によ

ると、Ａ社は、昭和29年７月１日に厚生年金保険の適用事業所となってお

り、申立期間①のうち、26年７月から29年７月１日までの期間については、

適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社に勤務しているときに、機械を取り付ける仕事な

どに従事していた旨主張しているところ、申立期間①当時、Ａ社において、

機械操作や総務関係の業務に従事していたとする３人は、それぞれ「Ａ社

には、技術者などのほか、機械の設置、機械操作などの技術者の下働きの

者がいたが、それらの者は日雇いであった。申立人も日雇いではなかった



                      

  

かと思う。」、「Ａ社には、出来高払い制の給与体系で、厚生年金保険に

加入していない従業員がいた。申立人が、機械取り付け工事に携わってい

たのであれば、厚生年金保険料を控除されていないと思う。」、「申立人

は、主に機械の取り付けや修理をしていた。歩合給のような形で働いてい

たのかもしれない。」としており、Ａ社は、勤務内容や雇用形態などによ

り、必ずしもすべての従業員を厚生年金保険に加入させていたわけではな

かった可能性がうかがわれる。 

さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当

時の事業主は死亡又は所在不明であることから事情を聴取できず、前述の

３人からも申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除の事実をうか

がわせる回答を得ることはできなかった。 

申立期間②については、申立期間②及びその前後の期間において、Ｂ社

（現在は、Ｄ社）に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる者の回答

により、申立人は、申立期間②において、当該事業所に勤務していたもの

と推認される。 

しかし、申立期間②において、Ｂ社に係る被保険者記録が確認できる複

数の者は、当該事業所では臨時雇用の期間があったと思う旨述べており、

このうちの一人は、「私も、臨時雇用扱いであったと思われる期間（入社

してからの数か月間）については、厚生年金保険被保険者記録が確認でき

ない。」としていることから、申立期間②当時、当該事業所は、必ずしも

すべての従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させていたわけではな

かった可能性がうかがわれる。 

また、Ｄ社は、「昭和33年当時の資料が無く、申立人の在籍、申立てど

おりの届出、申立人の給与からの厚生年金保険料の控除及び納付などすべ

て不明である。」としている上、申立期間②において、Ｂ社に係る被保険

者記録が確認できる複数の者に事情を聴取しても、申立人の申立期間②に

係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる回答を得ることはできな

かった。 

申立期間③について、申立人が勤務していたとするＣ社（実際は、個人

事業主）の元事業主は、「時期は忘れたが、２、３か月間は申立人と一緒

に働いたと思う。最初は申立人に給料を支払っていたが、途中から、Ｅ社

の下請会社に彼を預けるような形で働いてもらっていた。」としており、

申立人が「Ｃ社の次に勤務していた会社名は忘れたが、社長の名前を覚え

ている。」としているところ、申立人から提出された名刺には、Ｅ社の担

当者名が記載されていたため、当該担当者に事情を聴取した結果、申立人

が覚えている者はＦ社の社員であることが判明し、当該社員の回答により、

申立人は、Ｇ社及びＦ社に勤務していたことが明らかになったが、これら

の事業所は、それぞれ「平成４年２月25日から申立人が在籍していたこと



                      

  

を確認できる。」、「平成８年１月１日から11年12月31日まで、申立人が

在籍していたことを確認できる。」としていることから、申立人は、少な

くとも申立期間③の一部において、Ｃ社、Ｇ社及びＦ社で勤務していたも

のと推認される。 

しかし、Ｃ社の元事業主は、「Ｃ社は、設立準備はしたが設立には至ら

ず、申立人は、社会保険に加入する正社員ではなくアルバイトのようなも

ので、厚生年金保険の保険料を控除していた覚えもない。」としていると

ころ、Ｃ社については、オンライン記録上、厚生年金保険の適用事業所で

あったことが確認できず、登記簿における登記も確認できないほか、申立

人に係る雇用保険の加入記録についても確認できない。 

また、Ｇ社及びＦ社は、いずれも「申立人の申立期間③に係る厚生年金

保険料を控除していない。」としており、Ｇ社の元役員であり、Ｆ社で総

務を担当している者は、「申立人は、平成３年ごろからＧ社で、８年から

はＦ社で勤務していた。いずれの会社においても、一貫して臨時工であっ

て、厚生年金保険や健康保険には加入していなかったと思う。」としてい

ることから、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除の事実をう

かがわせる回答を得ることはできなかった。 

   このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が 

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当 

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申 

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案597 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和46年９月25日から47年１月12日まで 

          ② 昭和47年10月14日から48年３月31日まで 

          ③ 昭和48年12月から49年５月まで 

          ④ 昭和54年４月から55年９月まで 

          ⑤ 昭和55年11月３日から56年11月10日まで 

私は、申立期間当時、出稼ぎで一定期間働いたらＡ市に帰って失業保

険を受給し、受給し終えると、また、出稼ぎに行くことを繰り返してい

た。申立期間①及び②においてはＢ社Ｃ支店に、申立期間③においては

Ｄ社に、申立期間④においてはＥ社Ｆ事業所に、申立期間⑤においては

Ｅ社Ｇ事業所に勤務していた。申立期間①、②及び⑤に係る雇用保険の

加入記録、並びに事業所名は不明であるが、申立期間③に係る記録と思

われる雇用保険の加入記録が確認できるので、申立期間を厚生年金保険

被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①及び②については、雇用保険の加入記録により、申立人が、

申立期間①及び②において、Ｂ社Ｃ支店に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｂ社は、「当社が保管している、厚生年金保険被保険者の資格

取得届の控えを確認したところ、申立期間①及び②における申立人の氏名

が記載された資格取得届の控えは確認できない。ほかには申立人に係る当

時の資料が残っていないので、申立てどおりの届出、保険料の控除を行っ

たかどうかについては不明である。」としている上、Ｂ社健康保険組合及

び企業年金連合会（Ｂ社は、昭和47年8月1日から平成14年7月21日まで基

金加入）は、いずれも「管理している記録を見ても、申立期間①及び②に



                      

  

おいて、申立人の氏名を確認できない。」としている。 

また、申立人が覚えている同僚については、申立期間②において、Ｂ社

に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できるものの、当該同僚はすでに

死亡しており事情を聴取することができず、当該同僚の妻は、「夫は出稼

ぎではなく、正社員として働いていた。」としていることから、当該同僚

は、申立人とは異なる勤務形態であった可能性がうかがわれる上、Ｂ社の

厚生年金保険は本社一括適用であり、申立人が申立期間①及び②において

勤務していたＢ社Ｃ支店の同僚を特定することは困難であることから、申

立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせ

る回答を得ることはできなかった。 

申立期間③については、申立人は、「資格取得日が昭和48年10月18日、

離職日が49年３月22日の事業所名が無い雇用保険被保険者資格取得届出確

認照会回答書はＤ社に勤務していた時期のものだと思う。」としているが、

当該雇用保険の加入記録を管理している公共職業安定所は、「事業所名は

分からないが、当該照会回答書の事業所番号からＨ県Ｉ市にあった事業所

に係る記録であることは間違いない。」としているところ、申立人が、申

立期間④において勤務していたとするＥ社Ｆ事業所におけるＪ地区工事の

事業所がＨ県Ｉ市にあったことなどから、当該雇用保険の加入記録は、申

立人が、Ｅ社のＪ地区工事に従事していた期間の記録と考えられる。 

また、申立人は、申立期間③における同僚を覚えておらず、申立期間③

において、Ｄ社に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる者で事情を

聴取できた一人は、申立人を覚えていないことから、申立人が、申立期間

③において、Ｄ社に勤務していたことを特定できない上、Ｄ社は、「労働

者名簿等は、従業員の退職後10年位で処分しているので当時の資料は無い

が、当時、当社では正社員であった現場責任者、技術職以外は臨時雇用扱

いであり、臨時雇用扱いの者の給与から厚生年金保険料を控除していない。

申立人が出稼ぎであったのであれば、臨時雇用扱いであったと思われるの

で、厚生年金保険料を控除していないと思う。」としているほか、申立期

間③における被保険者記録が確認できる者のうちの被保険者期間が１年未

満であった者で事情を聴取できた二人は、いずれも「私は出稼ぎではなく、

正社員で入社したが、早く辞めた。」としていることから、Ｄ社は、臨時

雇用扱いとしていた者を、厚生年金保険に加入させていなかった可能性が

うかがわれる。 

申立期間④及び⑤については、雇用保険の加入記録から、申立人が、申

立期間⑤において、Ｅ社Ｇ事業所に勤務していたことが確認できるものの、

申立期間④においては、申立人は、昭和54年４月ごろから55年９月ごろま

で、Ｅ社Ｆ事業所においてＪ地区工事に従事していたと主張しているが、

申立期間④当時のＥ社の事業主は、「Ｊ地区工事は、昭和46年３月から49



                      

  

年６月までであった。」としており、47年４月からＪ地区工事の事務所に

勤務していたとする者も、「残務整理はあったが、Ｊ地区工事は昭和50年

４月から５月位までには終わったと思う。」としている上、前述のとおり、

申立人の48年10月18日から49年３月22日までの期間に係るＥ社Ｆ事業所に

おける記録とみられる雇用保険の加入記録が推認できることを踏まえると、

申立人はＥ社Ｆ事業所に勤務していた時期を勘違いしている可能性がうか

がわれる。 

また、申立期間④及び⑤当時のＥ社の事業主は、「月給制の者は厚生年

金保険に加入させていたが、申立人のように出稼ぎであった者は日給制の

臨時雇用であり、厚生年金保険に加入させていなかった。国民健康保険に

加入している人もいたので建設国保は、希望者に加入させていた。雇用保

険には全員を加入させていた。」としている上、Ｅ社のＪ地区工事の事業

所で出稼ぎの人の採用を担当していたとする者は、「当時、出稼ぎに来る

人は厚生年金保険には加入していなかった。」としているほか、申立人が

覚えている同僚は、「私も、申立期間⑤当時、Ｅ社Ｇ事業所で働いていた

が、当時、出稼ぎの人は厚生年金保険には加入していなかった。私はＥ社

で出稼ぎとして働いていたが、厚生年金保険に加入したのは平成７年から

である。」としていることから、Ｅ社は、必ずしもすべての従業員を厚生

年金保険に加入させていたわけではなかった可能性がうかがわれる。 

さらに、申立期間については、申立人とその妻は国民年金に加入し、申

立人は付加保険料込みで、申立人の妻は定額保険料のみを納付している上、

Ａ市は、「申立人の妻は昭和41年８月１日に、申立人は46年11月29日に国

民健康保険に加入し、現在も加入中である。」としている。 

 このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 


